
 

上尾市告示第３３号  

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定により、

特定生産緑地の指定を解除したので、同条第２項において準用する同法第１

０条の２第４項の規定により、次のとおり公示する。  

令和８年２月２日  

上尾市長   畠  山   稔  

 
生産緑地  

地区番号  
区域  

特定生産  

緑地の面積  
指定の公示日  

上 平 ７ ７ －

２ 号 全 部  

上尾市上平中央三

丁目２番４  
２５８㎡  令和４年１２月５日  

上 平 ７ ７ －

２ 号 全 部  

上尾市上平中央三丁

目２番５  
４５１㎡  令和４年１２月５日  

 


